
朝霞市立朝霞第六小学校 

 
 

朝 霞 市 

の 震 度 
地震発生時の場所別対応ガイドライン 

在校中 登下校中 校外学習中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の安全確保 

 

○的確な指示 

     ・頭部保護 机の下に避難 

     ・負傷者の確認と処理 

     ・二次災害の防止 

     

○校舎外への避難指示 

 ・安全経路の確認 

  

屋外へ避難 

     ・人数点呼 

     ・負傷者の搬送 

   ・「おかしもち」の徹底 

 

   

  
     ・情報収集及び関係機関との

連絡（教頭） 

     ・保護者等への連絡 

（学年主任） 

     ・引き渡しの決定（校長） 

   ・負傷者対応 

（養護教諭ほか） 

  ・放課後児童クラブとの連携 

 

安全確認 

○安全確認後、教室に戻す 

 

安全確保 

○揺れている時  

    ・最寄りの安全な場所に避難 
    ・頭部保護 身を低くする 

 ・建物、ブロック塀、窓ガラス、自
販機などから離れる。 

 
安全確認 

○避難する際 
    ・揺れが収まったら、学校か自宅、

近い方に避難する。 

    ・学校、自宅へ避難が困難な場合は、
公園や交番、「青少年を育成する
家」などに避難し、周囲の大人に
助けを求める。 

    ・通学班の高学年は、低学年と一緒
に行動する。 

 
自宅へ戻った場合 

    ・児童の安否確認のため、通学路の
巡視及び自宅への連絡、確認を行
う。（学校対応） 

    ・自宅に戻った場合は、その旨を学
校に連絡する。 

 ・学校へ登校させる場合は、保護者
が付き添う。 

 
学校へ登校してきた場合 

 ・在校中に準じた対応をする。 

 
下校途中、学校に戻った場合 

    ・安全確認後、教職員が付き添って
下校する。 

 

児童の安全確保 

○的確な指示 

 ・頭部保護 机の下に避難 

     ・負傷者の確認と処理 

     ・二次災害の防止 

 ・出口確保 

○屋外への避難指示 

 ・安全経路の確認 

     ・不安への対処 

 

屋外への避難 

 ・人数点呼 

     ・負傷者の搬送 

     ・「おかしもち」の徹底 

 

  

 

    ・情報収集及び関係機関との連携 

    ・学校責任者と連絡 

    ・現地状況の伝達、帰校させるか否

かの判断 

 

 

一斉下校を行う場合 

 ・教職員は、通学路の安全点検、下校の引率を実施する。 

 ・下校時刻前に保護者が迎えに来た場合は、その時点で引き渡しを行う。 

 ・下校後、家に誰もいない児童に対しては、保護者が迎えに来るまで、学 

校に児童を待機させる場合もある。児童が帰宅していない場合は、学校 

に連絡をする。 （朝霞第六小学校 ☎ ０４８－４６１－０４１０） 

 ・放課後児童クラブの児童は、放課後児童クラブに行く。 

引き渡しを行う場合 

 ・迎えに来られない場合は、保護者が迎えに来るまで、学校で児童の安全を確保する。 

 

帰校する場合 

 ・児童の心のケア 

避難所等の場合 

 ○引き渡し 

 ・帰校が困難な場合 

   現地での保護 

   現地での引き渡し 

  

 

引き渡しの実施 

○授業の打ち切り 
○情報発信（関係者への連絡努力） 

 ・緊急連絡網 ・二本松メール 

・防災無線 ・スマイル FM 
・学校ホームページ  

・災害用伝言ダイヤル（１７１） 

○児童の心のケア 
○食事・水・衣料品の確保 

  

 

   ○保護者は、通学路を通って、児童を迎えに来る。 

 

引き渡しを行う場合 

   ・在校時に準じた対応をする。 

 

 

迎えに来られない場合 

 ・保護者からの連絡がない場合でも、学校、または避難所で児童の安全を確保する。 

 ・保護者は迎えに行けない場合は、その旨を学校に連絡するように努める。 

※震度は一応の目安です。被害の状況により、児童の安全を考え、対応を変更する場合があります。 

※警戒宣言が発令された場合は、震度５弱以上に準じます。 

※液状化や校舎倒壊の場合などの二次避難場所  

※避難所が開設された場合、休日・夜間の場合の連絡先 担当 朝霞第六小学校 教頭 ０４８－４６１－０４１０ 

            ◇◆◇◆ 緊急時（非常災害時を含む）の引き渡しについて ◇◆◇◆ 

 

 

 

① 原則として、保護者が学校に迎えに来てください。 

② どうしても保護者が迎えに来られない場合は、引き渡しカードに書かれている方のみが引受人になることができます。 

③ 保護者または引き渡しカードに書かれている方が迎えに来られない場合は、児童は学校に待機させます。 

（保護者は、迎えに来られない旨を学校に連絡するよう努めてください。）  

④ 児童の最終安否確認のため、引受人が同居の家族でない場合は、児童が保護者に無事に会えた時点で、保護者は学校に連絡してください。   

地 震 対 応 マ ニ ュ ア ル 

地震発生 

震度４以下 

地震発生 

震度 5弱 

以上 

原則 引き渡しになります 震度４以下の場合と同じ対応をします 
 

 

 

学校地震対策本部設置 

（校長・教頭・安全主任他） 

 

現地災害対策本部設置 

（引率先施設） 

 

 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&sa=X&biw=1366&bih=593&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cQIjCZOL2IMYAM:&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2129101794281808501/2129101904881850903&docid=jWjMbF3zBpsbbM&imgurl=http://www.city.mutsu.lg.jp/images/content/1270/bs12_30.gif&w=588&h=564&ei=kWnZT4jwCqzsmAWM3PHxAg&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=113&dur=4523&hovh=220&hovw=229&tx=140&ty=181&sig=113474273619724130587&page=2&tbnh=128&tbnw=134&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:21,i:143

